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請願・陳情の採決に対して審議した委員会で会派は審査の結果と共にその理由を述

べることを求める請願 

請      願      者 紹  介  議  員 

藤沢市湘南台６－１２－１４ 

渡 邊   誠 外３２人 

大 山 奈々子 

木佐木 忠 晶 

【請願の要旨】 

 請願・陳情は県民が選挙と共に県政に参加できる貴重な機会である。請願法第５条は、「この

法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。」と定

めており、国民の参政権的権利として保障されている。しかしながら、請願・陳情を会派に持

ち帰り検討した結果を審議する際に、会派が結論に至った理由に触れず結論だけを述べて採決

される場面が少なくない。 

 情報公開と説明責任は民主政治の根幹をなすものであり、請願や陳情に対しても各会派がそ

の結論に至った理由をきちんと請願者に説明することが「請願を誠実に処理する」という請願

法の主旨から要請されるものと考えられる。 

 請願の審査においては、会派はそれぞれ検討結果と共に結論に至った理由や考えを明らかに

して欲しい。 

 

【請願の理由】 

請願・陳情の採決の際、会派ごとに検討した結果について議会運営委員会では「採択･不採択」

あるいは「了承･不了承」で採択されるが、その際なぜそのような結論になったのかという理由

が全く示されず結論だけを述べる場面が多く見受けられる。県民からの請願・陳情に対する会

派の考え方や検討の内容が伝わらず、請願者にたいして説明責任を果たしているとはいえない。 

県下の地方議会でも例えば藤沢市などでは、陳情の結果についての陳情者への通知の中で審

査結果についての理由を明記しており、議事録も公開されており審議内容を知ることができる。 

審議の結果と共にその理由を明らかにすることは、民主主義の基本である。と同時に、請願・

陳情を単に要望や願望を述べる場ではなく、個別的課題についての住民による政策提言として

の役割を担うものとして充実させていくことが地方自治の発展に役立つものと考えられる。 

会派は審議結果と共に結論に至った理由についても明らかにして欲しい。 
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